
目

次

公

告

○
青
森
県
エ
リ
ア
共
同
利
用
型
デ
ー
タ
連
携
基
盤
構
築
等
業
務
委
託
契

約
に
係
る
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
Ｄ
Ｘ
推
進
課
）
…
一

公

告

青
森
県
エ
リ
ア
共
同
利
用
型
デ
ー
タ
連
携
基
盤
構
築
等
業
務
委
託
契
約
に
係
る
総
合
評
価
一

般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
四
月
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１

業

務

名

青
森
県
エ
リ
ア
共
同
利
用
型
デ
ー
タ
連
携
基
盤
構
築
等
業
務
委
託

２

業

務

場

所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

３

業

種

電
子
計
算
組
織
に
係
る
も
の

４

履

行

期

限

令
和
九
年
三
月
三
十
一
日

５

業

務

概

要

青
森
県
及
び
県
内
市
町
村
の
共
同
利
用
に
よ
る
デ
ー
タ
連
携
基
盤
及
び

各
種
サ
ー
ビ
ス
の
整
備

６

入

札

方

法

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
十
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
総
合
評
価
一
般
競
争
入
札
と
す

る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
単
独
企
業
に
関
す
る
要
件
）

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

入
札
書
の
提
出
期
限
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い

な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

３

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
が

な
さ
れ
て
い
る
者
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
き
再
生

手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
る
者
（
更
生
手
続
開
始
又
は
再
生
手
続
開
始
の
決
定
後
、

知
事
の
承
認
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
で
な
い
こ
と
。

４

令
和
六
年
二
月
十
三
日
青
森
県
告
示
第
八
十
六
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
、
令
和
七
年
二
月
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の
一
、

又
は
令
和
八
年
二
月
十
二
日
青
森
県
告
示
第
六
十
五
号
（
物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格
）
の

一
の
規
定
に
よ
り
、
役
務
の
提
供
を
受
け
る
契
約
に
お
い
て
、
電
子
計
算
組
織
に
係
る
も
の

（
業
種
Ｕ
）
を
登
録
し
、
か
つ
、
Ａ
の
等
級
に
格
付
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

本
件
入
札
に
係
る
共
同
企
業
体
の
構
成
員
で
な
い
こ
と
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
共
同
企
業
体
に
関
す
る
要
件
）

１

各
構
成
員
は
、
上
記
二
の
１
か
ら
３
ま
で
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

２

構
成
員
の
１
者
以
上
が
、
上
記
二
の
４
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
。

３

各
構
成
員
が
、
本
件
入
札
に
お
い
て
参
加
す
る
単
独
企
業
又
は
他
の
共
同
企
業
体
の
構
成
員

で
な
い
こ
と
。

４

構
成
員
の
出
資
比
率
が
異
な
る
場
合
は
、
出
資
比
率
の
大
き
い
者
が
代
表
者
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
、
出
資
比
率
が
同
じ
場
合
に
は
、
い
ず
れ
か
の
者
が
代
表
者
と
な
る
こ
と
。

５

次
の
事
項
を
定
め
た
共
同
企
業
体
結
成
に
係
る
協
定
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
。

㈠

目
的

㈡

名
称

㈢

事
業
所
の
所
在
地

㈣

成
立
の
時
期
及
び
解
散
の
時
期

㈤

構
成
員
の
住
所
及
び
名
称

㈥

代
表
者
の
名
称

㈦

代
表
者
の
権
限

青
森
県
報
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号
外
第
四
十
八
号

令
和
八
年四

月
十
日

（
金
曜
日
）



㈧

構
成
員
の
出
資
の
割
合

㈨

運
営
委
員
会

㈩

構
成
員
の
責
任

十一

取
引
金
融
機
関

十二

決
算

十三

利
益
金
の
配
当
の
割
合

十四

欠
損
金
の
負
担
の
割
合

十五

権
利
義
務
の
譲
渡
の
制
限

十六

業
務
途
中
に
お
け
る
構
成
員
の
脱
退
に
対
す
る
措
置

十七

構
成
員
の
除
名

十八

業
務
途
中
に
お
け
る
構
成
員
の
破
産
又
は
解
散
に
対
す
る
処
置

十九

解
散
後
の
契
約
不
適
合
責
任

二十

解
散
後
の
著
作
権

そ
の
他
必
要
な
事
項

四

入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

令
和
八
年
四
月
十
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
二
日
ま
で
の
間
に
青
森
県
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
https:

//w
w
w
.pref.aom
ori.lg.jp/soshiki/seisaku/dxsuishin/datarenkei_nyusatsu.htm
l）
か

ら
入
手
す
る
こ
と
。

五

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
審
査
の
申
請
の
時
期
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
二
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
次
に
従
い
、
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
に
関
係
資
料

を
添
え
て
、
青
森
県
総
合
政
策
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課
長
に
提
出
し
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
ま
た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
る
と
と

も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
の
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

１
の
説
明
及
び
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
も
の
と
す
る
。

３

１
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す

る
。

４

提
出
期
限

令
和
八
年
四
月
三
十
日

午
後
五
時

５

提
出
方
法

電
子
メ
ー
ル
（
dxsuishin@
pref.aom
ori.lg.jp）
に
よ
る
。

六

入
札
書
の
提
出
方
法
等

１

提
出
す
る
物

㈠

入
札
書

㈡

見
積
書

㈢

技
術
提
案
書

２

入
札
書
等
の
提
出
方
法

郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
。

３

入
札
書
等
の
提
出
先
、
問
合
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
総
合
政
策
部
Ｄ
Ｘ
推
進
課
暮
ら
し
・
行
政
Ｄ
Ｘ
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
七
九

４

入
札
書
等
の
提
出
期
限

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日

午
後
五
時

５

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
南
棟
三
階
総
合
政
策
部
会
議
室

令
和
八
年
五
月
二
十
九
日

午
後
二
時

七

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。

八

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

九

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
の
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十

落
札
者
の
決
定
方
法

１

落
札
者
の
決
定
は
、
落
札
決
定
基
準
で
示
す
と
こ
ろ
に
よ
り
、
入
札
価
格
、
見
積
書
及
び
技

術
提
案
書
の
総
合
評
価
に
よ
り
行
う
。

２

本
契
約
に
は
、
低
入
札
価
格
調
査
制
度
を
適
用
す
る
。

十
一

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

（ ）2青 森 県 報 号外第48号令和８年４月10日 金曜日



入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税

事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
十
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他

㈠

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

㈡

本
契
約
は
、
契
約
手
続
に
係
る
書
類
の
授
受
に
つ
い
て
電
子
契
約
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
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